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令和5年版によせて

　選挙の管理執行事務は、有権者が投じた貴重な一票を確実に政治
に届けるために不可欠な手続であり、一連の事務作業は公職選挙法
の規定に基づいて正確かつ公正に、瑕疵なく行われなくてはなりません。
　しかし、もともと公職選挙法等の規定は技術的に詳細に規定され、そ
のうえ難解であることに加え、近年は法改正による規定の変更・新設が
相次いだこと、そして期日前投票制度や不在者投票制度の利用者が選
挙のたびに増加していることなどにより、選挙事務は複雑化の一途をた
どっており、瑕疵なく執行することは決して容易なことではありません。
さらに、投・開票所における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防へ
の対応策が求められるようになったこともあり、選挙管理事務担当者へ
の負担はますます大きくなっています。

　にもかかわらず、地方自治体では人員不足や異動サイクルの短期化
などを背景に、選挙管理委員会事務局の職員が選挙事務に熟達しづ
らいケースが増えています。その結果、選挙事務の執行に必要な知識
や経験が不十分なまま、不安や疑問を抱えながら選挙に臨まざるを得
ない職員が増えており、これが選挙事務におけるミス発生の一因となっ
ているとの指摘もあります。

　このような状況を受け、私たち一般社団法人選挙制度実務研究会で
は、選挙の管理執行の実務を担う人材育成事業の一環として「選管サ
ポート事業」をスタートしました。本事業は本研究会に会員登録をして
いただいている全国の選挙管理委員会の皆様からの質疑への回答や
課題解決に、当研究会の選挙制度や選挙管理事務の専門家である理
事などが直接回答するもので、事業開始以来、全国の選挙管理委員会
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から寄せられたさまざまな質問や課題の解決をサポートしてまいりまし
た。令和3年（2021年）1月には、本事業に寄せられた質問とその回答
をまとめた「市町村の現場から寄せられた 選挙管理の実務に関する
Q&A 令和3年版」を発行、翌年にも「令和4年版」を発行し、選挙事務
に携わる多くの皆様にご利用いただいております。

　本書は、令和4年版以降に新たに寄せられた質問とその回答をまと
めたもので、これまで同様に選挙人名簿の調製、投・開票事務、選挙運
動、政治活動など、選挙制度や選挙の管理執行事務に係るさまざまな
質問を一般化した上で、Q&A形式で各質問に対する本研究会の見解
を紹介しています。

　当然ながら各質問にはそれぞれ固有の背景があるため、本書で示し
た見解や回答が、必ずしも皆様の抱えている疑問や不安の解消に直接
繋がるとは限りませんが、疑問や不安の解消の一助として、これまでの
ものも含めご活用いただき、瑕疵のない円滑な選挙事務の管理・執行
にお役立ていただければ幸いです。

　令和5年7月
一般社団法人 選挙制度実務研究会　

代表理事　小島 勇人　
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を定めた書類の提出 ����� 161

 7 選挙運動員への弁当提供の可否 
 ��������������� 161

 8 親族や知人による無償労働 � 162
 9 後援会事務所を選挙事務所として

使用した場合の収支報告書の記載
方法 ������������� 163

その他
 1 落選運動をするために立候補しよう

としている者への対応 ���� 164
 2 市議会議員選挙の出陣式を市所有

の施設で行うことの可否 ��� 165
 3 テープによる遊説の可否 ��� 165
 4 町議会議員補欠選挙の立候補者

が同時に執行される町長選挙の選
挙事務員となることの可否 �� 166

 5 選挙後の挨拶行為の可否 �� 167

第3章　政治活動

文書図画（ビラ）
 1 政治活動用ビラへのQRコードの記

載の可否 ���������� 170
 2 確認団体のビラに特定の候補者の

シルエットを記載することの可否 
 ��������������� 171

 3 議員活動報告のチラシの配布に関
する時期的制限 ������� 171

文書図画（看板・のぼり旗等）
 1 政治活動用看板の位置情報公開

の是非������������ 172
 2 政治活動用事務所の看板にQＲ

コードを記載することの可否 � 172
 3 政治活動用事務所看板を後援会の

役員会の際に掲示することの可否 
 ��������������� 173

 4 行政書士事務所を営む現職の議員
が、行政書士として氏名入り看板を
出すことの可否 ������� 174

 5 後援団体等の政治活動に関する 
立札及び看板の類について � 175

文書図画（ポスター）
 1 立候補予定者と弁士との2連ポス

ターを掲示することの可否 �� 177
 2 辞職した議員が写っている2連ポス

ターの掲示の可否 ������ 178
 3 政治活動用ポスター撤去に関する

ルール ������������ 178
 4 便乗再選挙における候補者等の 

政治活動用ポスターの掲示禁止 
期間 ������������� 180

文書図画（その他）
 1 市長の後援会による市政報告書 

配布 ������������� 181
 2 立候補予定者が所属団体の役職

名を政党チラシに書くことの可否 
 ��������������� 182

 3 立候補予定者による政治活動とし
ての有料インターネット広告の配信
の可否������������ 182

 4 告示前に立候補予定者が氏名を 
記した「たすき」を着用することの可否 
 ��������������� 183



その他
 1 一般市の市議会議員による政治活

動の可否 ���������� 185
 2 市議会議員選挙期間中の政治活動 

 ��������������� 186
 3 公開討論会の開催についての注意点 

 ��������������� 187
 4 確認団体の事務所の所在地が支

援候補者の選挙事務所と同じであ
ることの可否 ��������� 188

第4章　その他

選挙管理委員会
 1 会計年度任用職員の選挙管理委

員会補充員選任の可否 ��� 190
 2 選挙管理委員会委員長と選挙長を

兼ねることができるか ���� 191
 3 選挙管理委員による投票所の視察 

 ��������������� 192
 4 委員長の退職の承認と委員長職務

代理者の職務 �������� 193
 5 選挙管理委員会委員と土地改良区

総代を兼任することの可否 �� 194

解職請求の可否
 1 就職の日から1年以内の市長の解

職請求の可否 �������� 196

選挙啓発葉書配布の可否
 1 大学生による選挙啓発葉書配布の

可否 ������������� 197

選挙結果への異議の申出
 1 選 挙 結 果への異 議の申出への 

対応 ������������� 198



⃝法令名・略称については以下の通りです
公選法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・公職選挙法
公選令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・公職選挙法施行令
公選則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・公職選挙法施行規則
ポ17次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・選挙関係実例判例集 

　第十七次改訂版（ぎょうせい 刊）
自治ポ15次 ・・・・・・・・・・地方自治関係実例判例集 

　第15次改訂版（ぎょうせい 刊）
逐条解説 令和3年改訂版
　　　　　 ・・・・・・・・・・逐条解説 公職選挙法 

　令和3年改訂版（ぎょうせい 刊）
逐条自治法9次 ・・・・・ 逐条地方自治法 第9次改訂版（学陽書房 刊）

凡　　例





第 1 章
選挙管理事務



選挙人名簿

〔失権者の転出にかかる処理〕

Q1 　本市の選挙人名簿に登録されている失権により表示中の者から
市外転出の届出がなされたが、転出予定日からかなりの期間経過し
ても転出先予定市区町村からの転入した旨通知がない（＝新住所地
での転入届が未提出である）場合、転出予定先の市区町村の選挙管
理委員会に対して公選令第1条の3第1項の規定による通知を行う
べきでしょうか。

〈参考〉公選令第1条の3第1項
　市町村の選挙管理委員会は、法第十一条第一項若しくは第
二百五十二条又は政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四
号）第二十八条の規定により選挙権を有しない者が当該市町村の区
域内から他の市町村の区域内に住所を移したことを知つたときは、
遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなけ
ればならない。

A.	 	　転出届後、一定期間を経過しても転出先とされる市区町村長から転入した旨の通知が来ない場合は、当該失権者の
失権情報を取り扱う必要がなくなった旨などを、本籍地の
市区町村長に通知します。

　一般的には、当該市区町村において選挙人名簿に登録されているか
否かにかかわらず、当該市区町村に住所を有する選挙権を有しない者
（公選法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28
条）が他の市区町村に住所を移したことを知ったときは、遅滞なく、当
該者に係る失権情報を当該地の市区町村に通知することとされていま
す（公選令第1条の3第1項）。この場合の「知ったとき」については、転
出先の市区町村から転入した旨の通知に係る市区町村長と選挙管理

〈質問日〉2021年3月5日
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委員会との相互通報により知り得たときと考えられますので、定期的に
転出先市区町村から転入した旨の通知が届いているかどうかを確認す
るのが適当です。
　本件のように、転出届が出されていても、転出先予定市区町村に転
入届が出されていないこともありますので、転出予定日から相当期間
（約2か月程度）を経過しても、どこの市区町村からも転入した旨の通知
が届いていないときは「住民票が職権削除され住民票がなくなった場
合」に該当するものとして、本籍地の市区町村長にその旨と、最終住所
地の選挙管理委員会が当該失権者情報を取り扱う必要がなくなった
旨を併せて通知することが望ましいでしょう。現行の公選令第1条の3
第1項には、職権削除後の取扱いに関する規定等はありませんが、該
当者の失権情報について、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会
が取り扱う必要がなくなった旨と、該当者がいずれかの市区町村にお
いて住民登録を行った場合に、再度当該住民登録を行った市区町村
の選挙管理委員会に公選令第1条の3第1項の通知が必要である旨
を、本籍地の市区町村長に通知することが、運用上必要と考えられます。
� （公選令第1条の3関係）

〔	活動実績のない政治団体による選挙人名簿閲覧の可否〕

Q2 　市内の某政治団体から選挙人名簿の抄本の閲覧の申出がありま
した。当市においては、必要書類として申出書、政治団体設立届出書
の写しのほか、活動実績を示す書類（①予算書・事業計画書の写し、
②直近の会計帳簿の写し、③前年の収支報告書の写し、④定期的に
発行している機関紙・誌、⑤その他委員会が適当と認めるもの）とし
ていますが、当該政治団体は去年12月に設立したばかりで、記載す
るような収支はなく（直近も0で提出しています）、上記にあるような
予算書や定期的に発行している機関紙もないとのことで、具体的活
動実績を示せるものがまだありません。
　以上の場合において、収支0の報告をした収支報告書の写しを提
出してもらうことにより、閲覧を許可してもよいのでしょうか。

〈質問日〉2021年3月30日
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A.	 会計帳簿の写しの提出を受けることが適当です。
　政党その他の政治団体の政治活動のためにする選挙人名簿の抄本
の閲覧については、公選法第28条の2で認められるとともにその申請に
ついて規定され、具体的には公選則第3条の2において、設問における
申出書に添付すべき必要書類が規定されています。
　同条第2項第2号では閲覧申出者が政党その他の政治団体であると
きの申請書に添付する書類について、①当該申出者に係る政治資金規
正法第6条第1項による政治団体の届出書の写し、②当該申出者の政
治活動の実績を示す資料とされています。この書類の例示としては、政
治資金規正法第12条の収支報告書の写し、同法第9条の会計帳簿の
写し、機関紙、ビラ、ポスターの写しなどが想定されますが、これらの書
類の添付を求めているのは、申出者である政治団体が平素から政治活
動を行っている政党その他の政治団体であることを確認するためです。
少なくとも政治団体には、会計帳簿の備付が政治資金規正法第9条の
規定による義務とされていますので、その写しの提出を受けることが適
当と考えられます。
� （公選法第28条の2関係）

〔	基準日以降に基準日前の日に刑期満了を終えた旨の通知を受けた者を選
挙人名簿に登録すべきか否か〕

Q3 　当市では、10月24日に参議院議員補欠選挙が予定されており、
10月6日が選挙人名簿の選挙時登録の基準日・登録日です。基準日
以降に本籍地から刑期満了の通知が届き、刑期満了日が10月4日
だった者について、選挙人名簿に登録する必要があるでしょうか。

A.	 公選法第26条の規定による補正登録をします。
　本件に係る当事者が10月6日の選挙人名簿の選挙時登録の基準
日・登録日現在において、国籍要件、年齢要件と住所要件を満たしてい

〈質問日〉2021年8月19日
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るという前提ではありますが、基準日現在において欠格事由が消滅して
いるとされる当該通知を受けたことにより、「当該登録の際に選挙人名
簿に登録資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名
簿に登録されていないことを知った場合」に該当するものと考えられま
す。よって公選法第26条の規定による補正登録をし、その旨を直ちに告
示をするのが適当と考えられます。
� （公選法第26条関係）

〔刑事訴訟法に基づく個人情報の照会への対応〕

Q4 	　所轄署の司法警察員（知能犯係）から当町選挙管理委員会に対
し、刑事訴訟法第197条第2項の規定による捜査関係事項照会があ
りました。照会理由は「詐偽投票の捜査のため」、求める情報は「令和
3年6月1日に定時登録された選挙人名簿」とされています。このよ
うに今回の照会は、対象者（被疑者等）を特定しておらず、かつ、数多
くの選挙人の個人情報を求める内容となっており、照会内容の妥当
性に疑問があります。一方で、本照会は、警察の正式な手続を経て
行われていることから、捜査上の必要性はあるとも考えられ、対応
に苦慮しています。このような選挙人名簿情報の照会に応じること
について、問題点や注意事項等がありましたら、ご教示ください。

A.	 	　選挙人名簿全体の提供は控え、捜査対象者を限定した上で照会するよう所轄署と相談してください。

　捜査対象者を限定してもらうなど、改めて捜査関係事項の発出を当
該所轄署と相談するのが適当と考えられます。今回の照会のように、捜
査対象の範囲が定まらない中で、対象外の多くの個人情報の提供は
慎重になすべきでしょう。そのことについて丁寧に説明し、当該所轄署
の理解を求めるのが適当です。
　なお、刑事訴訟法第197条2項の規定により報告を求められた公務
所、団体は、報告すべき義務を負うと解されています。したがって、市区
町村選挙管理委員会は、これに応ずる義務がありますが、同項に規定

〈質問日〉2021年9月3日
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